
 

 

            令和 5 年度 

                                                              

      『年末年始大感謝祭』参加加盟店募集中！！ 

 ☆事 業 名   令和５年度 年末年始大感謝祭 『石原詢子 歌謡ショー』 

        （他に、Mr．シャチホコ 出演） 

 ☆ご招待日  令和６年２月１７日（土） ２回公演（１回９０分）会場：池田町中央公民館大ホール 

        ①感謝祭実施期間 令和５年１２月１日（金）～令和６年１月３１日（水） 

②加盟店参加費 ７，０００円 ✽招待券２枚(夜券)付 

（参加加盟店にはノボリ・ポスタ－・チラシを配布） 
        ③参加申込期限 １０月１３日（金）までに商工会事務局へお申し込み下さい 

 

『池田町中小企業者等エネルギー価格高騰対策支援補助金』のご案内 

池田町では、エネルギー価格高騰の影響を大きく受けている町内の中小企業者や個人事業主など（農業者を除く）

を支援するため、予算の範囲内で「池田町中小企業者等エネルギー価格高騰対策支援補助金」を交付します。  

 

 ☆対象事業者 ①町内で現に事業活動を行っている者 ②申請日以降も事業を継続する意志がある者 

③申請時点において、町税および料金の滞納がない者 

 ☆補助対象期間 令和４年１０月１日から令和５年３月３１日までの６か月間 

 ☆補助対象経費 補助対象期間（令和３年１０月１日～令和４年３月３１日）に使用したエネルギー料金（電気料

金・ガス料金・燃料費）の合計額と昨年同期間（令和４年１０月１日～令和５年３月３１日）に

使用したエネルギー料金の合計額の差額 

 ☆補 助 金 額 補助対象経費の２分の１（1,000円未満切り捨て） 

補助上限額 法人１０万円、個人５万円（※補助金額が３万円未満の場合は補助対象外） 

 ☆申 請 期 間 令和５年１１月３０日（木）※支給会計額が予算額に達した時点で事業を終了します 

 ☆問い合わせ先 池田町役場 産業課 エネルギー価格高騰支援係 ＴＥＬ：０５８５-４５-３１１１ 

 

   １０月１日から岐阜県の最低賃金が９５０円に改正決定 

岐阜労働局では、最低賃金法に基づき、岐阜県内の事業場で働く全ての労働者に適用される岐阜県最低賃金につ

いて、令和５年１０月１日から１時間９５０円とする改正決定を行いました。「最低賃金」は、年齢に関係なく、

パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が

最低賃金額以上となっているかどうか、必ずご確認して下さい。 

詳しくは、岐阜労働局労働基準部賃金室（☎058-245-8104）、又は大垣労働基準監督署（☎0584-78-5184）まで

お尋ね下さい。 

 

事業主の皆さんへ 労働保険の手続きはお済みですか？ 
 

「一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません」 
 

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。「労災保険」は、労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾

病・死亡した場合に労働者本人や遺族に必要な給付を行います。臨時・アルバイト等であっても雇用した労働者は

全て対象となります。「雇用保険」は、労働者が失業した時や教育訓練を受講した時、在職中の６０歳～６５歳未満

や育児休業・介護休業中の労働者で一定の賃金低下があった場合に、必要な給付を行います。 

パートタイム労働者も、1週間の所定労働時間が 20時間以上で、雇用見込みが 31日以上である場合は雇用保険に

加入しなければなりません。 

第４６回「みの池田ふるさと祭り」の開催について 

【開 催 日】 １１月３日（金・祝） 

【開催場所】 池田町庁舎・中央公民館一帯 

【主な催し】 ・武将供養祭 

       ・ゲストステージ「BOYS AND MEN」 

       ・大食い対決 （ゲスト：大盛のり子） 

       ・お菓子配布 

 

            『電子帳簿保存法対応セミナー』のご案内 

 

令和６年１月から全事業者の対応が必要となる「電子帳簿保存法」が開始され、電子取引については保存要件に

合致した電子データの保存が必要となります。例えば、請求書や領収書を電子データで受理した場合には、印刷し

たものではなく電子データでの保存が必要となります。 

 池田町商工会では、電子帳簿保存法の概要や実務上のポイントなどについてわかりやすく説明いたしますので、

是非この機会にご参加ください。 

 

【セミナー】 

 ☆開催日時 令和５年１１月２９日（水）１５時００分から１６時３０分  

☆場  所 池田町商工会 ２階研修室                   

☆講  師 三浦会計事務所                              お申し込みはこちらから↓ 

       公認会計士・税理士 三浦 陽平氏 

☆内  容 ●電子帳簿保存法の概要 

       ●電子帳簿保存法の要件について 

       ●税制改正のポイント 

             ●実務上のポイント など 

☆問合わせ  池田町商工会 TEL:0585-45-8000  FAX:0585-45-8186 

 

商工会の『WEBセミナー』を利用して経営に役立てよう 
 

WEB セミナーは、インターネットで映像コンテンツを視聴することにより、様々な経営情報が取得できるサ 

ービスです。何時でも、何処でも、好きなだけご利用いただけます。 

【ご利用方法】 

①池田町商工会のホームページに貼られたバナーをクリック。 

②専用 ID とパスワードを入力します。 

③６００本以上の豊富なラインナップが無料で視聴可能。 

行 事 予 定 

 

 

 
 

 

 

ログイン ID ４０４１ パスワード ４０４１ 

池田町商工会 
会員数 ５６５件（R5.9.30 現在） 

TEL 45-8000  FAX 45-8186 

E-mail：ikeda@ml.gifushoko.or.jp 

 

 

行  事 

１０月  ２日（月）：企画運営委員会 

１０月１０日（火）：SNS・Googleマップ基本セミナー 

１０月１０日（火）：商工会理事会 

１０月１９日（木）：女性部 西美濃さくら苑清掃活動 

１０月２７日（金）：女性部 インスタグラム個別相談会 
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